
新庄市指定給水装置工事事業者 

 

 

【更新の申請に必要な書類】 

個 人 法 人  更新申請の際に、お持ちいただくもの 備        考 

〇 〇 「指定給水装置工事事業者指定申請書」 
表面と裏面があります。 

(両面とも記入してください。) 

〇 〇 「機械器具調書」 写真も添付してください。 

〇 〇 「誓約書」  

〇  住民票 
発行日から 3か月以内のもの 

を添付ください。 

 〇 定款の写し 

直近のものを添付してください。 

なお、財団法人の場合は「寄付行為の写しを添

付してください」 

 〇 登記事項証明書 
発行日から 3 か月以内のものを添付してくださ

い。 

〇 〇 
「給水装置工事主任技術者 

選任・解任・届出書」 

選任解任があればお書きください。 

なければ未記入で結構です。 

〇 〇 
選任される主任技術者 

免状又は技術者証明書(写し) 

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書の 

内容確認に必要です。 

〇 〇 新庄市指定給水装置工事事業者名簿  

〇 〇 受講証明書（写し）  

【申請手数料】 

   ・更新の申請(確認・審査)        １０，０００円 

【その他】 

  更新の手続きは、水道施設室にて９月２９日まで行っております。 

【申請場所】 

      新庄市第二庁舎 

       新庄市上下水道課 水道施設室 

          ℡  ０２３３（２３）６１１１ 

          FAX ０２３３（２３）４８３４ 
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